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会社の新株予約権等に関する事項

第 １ 回 株 式 報 酬 型
ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン

第 ２ 回 株 式 報 酬 型
ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン

発 行 決 議 日 2004年 6 月29日 2005年 6 月29日
発 行 日 2004年 6 月30日 2005年 6 月30日
残 高 798個 172個

う ち 当 社 取 締 役
( 社 外 取 締 役 を
除 く ) の 保 有 状 況

798個(４人) 160個(４人)

う ち 当 社 社 外 取 締 役 の
保 有 状 況 ― ―
う ち 当 社 監 査 役
( 社 外 監 査 役 を
除 く ) の 保 有 状 況

― 12個(１人)

う ち 当 社 社 外 監 査 役 の
保 有 状 況 ― ―

目 的 と な る 株 式 の
種 類 お よ び 数

当社普通株式798,000株
(新株予約権１個につき1,000株)

当社普通株式86,000株
(新株予約権１個につき500株)

行 使 に 際 し て 出 資
さ れ る 金 銭 の 額

1,000円
(新株予約権１個当たり)

500円
(新株予約権１個当たり)

行 使 期 間 2004年 7 月 1 日から
2034年 6 月30日まで

2005年 7 月 1 日から
2035年 6 月30日まで

会社の新株予約権等に関する事項
１. 当事業年度末日において当社役員が保有している新株予約権の状況

（2022年３月31日現在）

２. 当事業年度中に当社使用人等に対して交付した新株予約権の状況
　　該当事項はありません。
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会社の新株予約権等に関する事項

社 債 の 総 額 110億円

発 行 日 2018年12月14日（ロンドン時間）

社債に付された新株予約権の総数 1,100個

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 行 使 請 求 に 係 る 社 債 の 額 面 金 額 の
総 額 を 転 換 価 額 で 除 し た 数

転 換 価 額 3,057.1円
（ただし、一定の条件において適宜調整される。）

新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない

行 使 期 間 2018年12月28日から2023年11月30日まで
（ 行 使 請 求 受 付 場 所 現 地 時 間 ）

３. その他新株予約権等に関する重要な事項
　2018年11月28日開催の取締役会決議に基づき発行された2023年満期ユーロ円建転換
社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の状況

（2022年３月31日現在）

（注）2021年６月29日開催の第44回定時株主総会において、期末配当金を１株につき38円
とする剰余金配当案が承認可決されたことに伴い、2023年満期ユーロ円建転換社債
型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2021年４月１日に遡って転換価額
を3,068.6円から3,057.1円に調整いたしました。
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
１. 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令および定款に
適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社およびその子会社（以下
「当社子会社」という）から成る企業集団（以下「当社グループ」という）の業務の適正を
確保するための体制（以下「内部統制」という）について基本方針を決定し、次のとおり定
めております。当社は、本基本方針および「MJSグループ倫理行動規範」に基づき、社会規
範、倫理および法令等を遵守して公正かつ適切な経営を実現してまいります。

⑴　当社および当社子会社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制
①　当社は、当社および当社子会社の取締役会において、それぞれの「取締役会規則」に

定める事項が漏れなく適時に付議され、これら議案の十分な審議を通じて適法性その他
の確認が適切になされる体制とする。

②　当社の取締役の職務執行の適法性確保および牽制機能の強化のために、常にそれぞれ
複数名の社外取締役および社外監査役が在籍する体制とする。

③　当社は、「MJSグループ内部通報規程」に基づく内部通報窓口を設置し、当社および
当社子会社の役員および使用人が、これを利用して当社および当社子会社の取締役の法
令および定款違反等を通報できる体制とする。

④　当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」および「MJSグループ反社会的勢力対応
規程」等に基づき、当社および当社子会社の役員および使用人が反社会的勢力との関係
遮断および不当要求の拒絶等について外部機関と連携して組織的に対応できる体制とす
る。

⑵　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
「文書管理規程」に従い、当社の取締役の職務執行に係る情報を以下の文書にて適切に

保存し、当社の取締役および監査役が常にこれらを閲覧できる体制とする。
①　株主総会議事録と関連資料
②　取締役会議事録と関連資料
③　当社の取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録または指示事項と関

連資料
④　当社の取締役を決定者とする決定書類および附属書類
⑤　その他当社の取締役の職務の執行に関する重要な文書

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制

⑶　当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
①　当社は、当社の関係会社管理部門が、当社子会社の代表取締役を招集する関係会社連

絡会議を定期的に開催し、当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告を受ける
体制とする。

②　当社は、「MJSグループ内部監査規程」に基づき、当社子会社各社の内部監査を実施
するに際し、当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告を受ける体制とする。

⑷　当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制
①　当社および当社子会社のそれぞれの取締役会が定める経営機構（組織）および職務分

掌に基づき、適正かつ効率的にそれぞれの代表取締役および各業務担当取締役に職務を
執行させる体制とする。

②　法令または当社および当社子会社の社内規定に定める職務権限および意思決定ルール
に基づき、適正かつ効率的に当社および当社子会社の代表取締役および各業務担当取締
役の職務執行が行われる体制とする。

③　当社の取締役の職務執行に係る個別経営課題を実務的な観点から網羅的かつ効率的に
協議、決定するために、当社の常勤取締役を主要メンバーとする経営会議を定期的に開
催する。

⑸　当社および当社子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制
①　社会規範、法令などの遵守義務を明記した「MJSグループ倫理行動規範」をイントラ

ネットに掲載し、当社および当社子会社のすべての使用人が閲覧可能な体制とする。
②　「MJSグループ倫理行動規範」の周知徹底を含む内部統制教育を定期的に実施し、当

社および当社子会社の使用人のコンプライアンス意識を高める体制とする。
③　「MJSグループ内部通報規程」に基づく内部通報窓口を設置し、これを利用して当社

および当社子会社の使用人の法令および定款違反等を通報できる体制とする。
④　法令ならびに当社および当社子会社の定款に適合した諸規定を定め、これら諸規定お

よびその下位文書に基づき当社および当社子会社の使用人が職務を執行する体制とす
る。

⑤　「MJSグループ内部監査規程」に基づく内部監査を定期的に実施して、当社および当
社子会社の使用人の職務の執行が法令、定款および諸規定に適合することを確認し、適
合しない場合はこれを指摘、是正させる体制とする。

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制

⑹　当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社は、「内部統制規程」のリスク管理方針に基づき、ERM（Enterprise Risk 

Management：統合リスク管理）を実施する。すなわち、当社および当社子会社全体
の潜在的なリスク要因を漏れなく認識してその発生を予防するとともに、顕在化した場
合の影響を極小化して速やかな復旧・回復ができるよう適切なリスク管理を行う。

②　災害、製品およびサービスの品質、情報セキュリティ、コンプライアンス、反社会的
勢力との取引等に係るリスクについて、当社および当社子会社の各担当部門が、規則・
ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成、配布等を行う体制とする。

⑺　当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　当社グループの業務の適正を確保するために必要な規定として、「MJSグループ倫理

行動規範」、「内部統制規程」、「MJSグループ内部通報規程」、「MJSグループハラ
スメント防止規程」、「MJSグループ反社会的勢力対応規程」等を定め、これらにより
企業集団における内部統制の強化を図る。また、これらの規定は当社および当社子会社
各社のイントラネットに掲載し、当社グループのすべての役員および使用人が閲覧可能
な体制とする。

②　当社の取締役および部門責任者は、当社各部門における業務の適正を確保する体制の
確立および運用について権限と責任を有し、当社子会社各社の代表取締役は、それぞれ
における業務の適正を確保する体制の確立および運用について権限と責任を有する体制
とする。

③　当社は、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社管理部門を設置して、当社子会社
の自主性を尊重しつつ、その経営に関する統括的な管理を行う。また、当社の関係会社
管理部門は、当社子会社の代表取締役を招集する関係会社連絡会議を開催するに際し、
当社子会社に対して適切な内部統制システムの整備等を指導する体制とする。

④　当社は、「MJSグループ内部監査規程」に基づき、当社各部門および当社子会社各社
の内部監査を定期的に実施する体制とする。

⑻　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用
人に関する事項
　当社の監査役の職務を補助する使用人を配置する。

－ 5 －
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業務の適正を確保するための体制

⑼　当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性および当社の監査
役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①　当社の監査役の職務を補助する使用人は、補助業務遂行にあたって当社の監査役以外

からの指揮命令に服さないものとする。
②　当社の監査役の職務を補助する使用人の人事異動、人事考課および懲戒処分について

は、あらかじめ当社の監査役の同意を必要とする。

⑽　当社の取締役および使用人、ならびに、当社子会社の取締役、監査役および使用人また
はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の
監査役への報告に関する体制

当社は、当社の取締役および使用人、ならびに、当社子会社の取締役、監査役および使
用人またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に対して、当社および当社グ
ループに著しい損害をおよぼすおそれのある事項ならびに重大な影響をおよぼす事項、内
部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況およびその内容を速やかに報告する体制
を取るとともに、当社の内部監査部門、内部統制部門および経営企画部門の責任者は、当
社の監査役に対して定期的に担当部門の業務について報告する体制とする。

⑾　当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体制

当社は、当社の監査役に報告を行った当社および当社子会社の役員および使用人（内部
通報制度の利用、内部監査の実施その他により、間接的に当社の監査役に報告を行うこと
となった者を含む。）を、当該報告をしたことを理由として不利に取扱うことを禁止し、
その旨を当社および当社子会社の役員および使用人に周知徹底する。

⑿　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社の監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前
払い等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用または債務
が当該監査役の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除き、速やかにこれ
に応じるものとする。

⒀　その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役および監査役会は、当社の代表取締役および会計監査人とそれぞれ定期的

に意見交換会を開催し、監査の実効性を確保する体制とする。

－ 6 －
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業務の適正を確保するための体制

２. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

⑴　コンプライアンスについて
①　当社の取締役会は、社外取締役３名を含む取締役９名で構成され、当事業年度におい

て17回開催されました。取締役会は、「取締役会規則」に基づき、重要事項を審議
し、担当取締役等から業務執行について報告を受けています。

②　当社は、内部通報窓口を設置しており、また、取引先の属性調査および外部機関から
の情報収集等により反社会的勢力との関係遮断に努めております。それらの実績は内部
統制会議および取締役会に四半期毎に報告されています。

③　当社は、「MJSグループリスク管理方針」およびガイドライン等に基づき、当社およ
び子会社において、個人情報保護に関する教育研修を行いました。

④　当社の内部監査部門は、「MJSグループ内部監査規程」に基づき、当社部門の監査を
実施しています。

⑵　リスクマネジメントについて
当社は、「MJSグループリスク管理方針」に基づき、リスク管理会議を期初に開催し、

前期におけるリスク管理策の妥当性評価を行ったうえで当事業年度における当社および子
会社のリスクの認識、優先順位付与を行っています。同会議で決定されたリスク管理策の
運用状況について、四半期毎に内部統制会議で確認し、その議事を四半期毎に取締役会に
報告することで、継続的なモニタリングを行っています。

⑶　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について
当社は、法令および「文書管理規程」に従い、株主総会、取締役会および経営会議等の

議事録ならびに稟議書等の取締役の職務執行に係る情報を適切に保存し、取締役および監
査役が常にこれを閲覧できるよう適正に管理しています。

⑷　効率的な職務執行について
①　当社および子会社の代表取締役および各業務担当取締役は、「職務分掌・権限規程」

等の関連規定に基づき、中期経営計画および単年度目標の達成に向け、分担して職務を
執行しています。

②　当社は、経営会議を当事業年度において25回開催し、個別の経営課題を効率的に協
議・決定しました。
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業務の適正を確保するための体制

⑸　子会社管理について
①　当社は、子会社の代表取締役等を構成員とする関係会社連絡会議を当事業年度におい

て３回開催しました。関係会社連絡会議は、「関係会社管理規程」が定める子会社の重
要事項について審議し、職務執行について報告を受けています。

②　当社の関係会社管理部門は同規程に基づき子会社経営に関する統括的な管理を行い、
当社の内部監査部門は「MJSグループ内部監査規程」に基づき子会社に対する監査を実
施しています。

⑹　監査役監査について
①　当社の監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成され、当事業年度におい

て16回開催されました。監査役は、「監査役会規則」、「監査役監査基準」、「内部
統制システムにかかる監査の実施基準」等に基づき取締役会・経営会議等の重要会議へ
の出席、稟議書等の重要な決裁文書の閲覧および内部監査室からの監査の結果に関する
報告聴取等の方法で当社および子会社の監査を実施しています。

②　当社は、監査役の職務を補助する使用人１名を監査役室に配置し、また監査役および
監査役会は代表取締役および会計監査人と定期的に意見交換することで、監査の実効性
を確保しています。
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連結株主資本等変動計算書

（2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 3,198 3,003 17,187 △4,990 18,398
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 58 58

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た
当 期 首 残 高 3,198 3,003 17,245 △4,990 18,456

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,156 △1,156
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,517 4,517

自 己 株 式 の 取 得 △1,000 △1,000
連 結 子 会 社 の
合 併 に よ る 増 減 30 30
非支配株主との取引に
係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 △65 △65
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － △34 3,361 △1,000 2,326
当 期 末 残 高 3,198 2,968 20,606 △5,990 20,782

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 為 替 換 算 調 整 勘 定 そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 1,561 △1 1,560 472 20,430
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 58

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た
当 期 首 残 高 1,561 △1 1,560 472 20,488

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,156
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,517

自 己 株 式 の 取 得 △1,000
連 結 子 会 社 の
合 併 に よ る 増 減 30
非支配株主との取引に
係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 △65
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △150 0 △149 △34 △184

当 期 変 動 額 合 計 △150 0 △149 △34 2,141
当 期 末 残 高 1,410 △0 1,410 437 22,630

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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連結注記表

連結子会社の数

連結子会社の名称

連結の範囲の変更

10社

株式会社エヌ・テー・シー
株式会社エム・エス・アイ
リード株式会社
株式会社MJS M&Aパートナーズ
株式会社MJS Finance ＆ Technology
Miroku Webcash International株式会社
株式会社アド・トップ
株式会社トランストラクチャ
スパイス株式会社
トライベック株式会社

前連結会計年度において連結子会社でありましたクラウドインボイス株
式会社は、清算したため連結の範囲から除いております。
また、連結子会社でありました株式会社ビズオーシャンは2021年４月に
トライベック株式会社と合併し、株式会社SPALOは2021年12月に
株式会社MJS Finance ＆ Technologyと合併したため、連結の範囲から
除いております。

非連結子会社の数

主要な非連結子会社の名称

連結の範囲から除いた理由

1社

DX Tokyo株式会社

非連結子会社は、小規模であり、総資産額、売上高、当期純損益（持分
に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも重要な
影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
なお、DX Tokyo株式会社は当連結会計年度に新規設立しております。

連結注記表

Ⅰ. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１. 連結の範囲に関する事項

⑴ 連結子会社の状況

⑵ 非連結子会社の状況
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連結注記表

非連結子会社及び関連会社
の数

非連結子会社及び関連会社
の名称

持分法の適用の範囲の
変更

３社

プライマル株式会社
株式会社韓国ＮＦＣ
株式会社KACHIEL

上記のうち、株式会社KACHIELは、当連結会計年度において株式を取
得し、関連会社に該当したため、持分法の適用範囲に含めております。
また、前連結会計年度において持分法の適用範囲に含めておりました
株式会社ｐｒｉｎｇは、持分のすべてを売却したため、持分法の適用範
囲から除いております。

非連結子会社及び関連会社
の数

非連結子会社及び関連会社
の名称

持分法を適用しない理由

２社

ＭＪＳ－ＦＰＴ株式会社
DX Tokyo株式会社

ＭＪＳ－ＦＰＴ株式会社は、合弁契約に基づき共同出資により設立した
会社であります。
非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と
しても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
なお、DX Tokyo株式会社は当連結会計年度に新規設立しております。

２. 持分法の適用に関する事項
⑴ 持分法を適用した関連会社の状況

⑵ 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

⑶ 持分法適用手続に関する特記事項
持分法適用の関連会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る

計算書類を使用しております。
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連結注記表

（リース資産を除く） なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法によっております。なお、取得価額10万円
以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間で均等償却する方
法によっております。

（リース資産を除く） なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっ
ております。ただし、市場販売目的のソフトウェア等については残存有効
期間に基づく均等配分額と見込販売数量に基づく償却額とのいずれか大き
い額を計上しております。見込有効期間は製品ごとに３年～５年でありま
す。自社利用ソフトウェアのうち、社内利用ソフトウェアについては、社
内の利用可能期間(５年以内)に基づく定額法によっております。

３. 会計方針に関する事項
⑴ 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
②棚卸資産

商品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定)

仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定)

貯蔵品 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法に
より算定)

⑵ 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産 定率法によっております。

②無形固定資産 定額法によっております。

③リース資産 所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま
す。

④長期前払費用 定額法によっております。
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連結注記表

⑶ 引当金の計上基準
①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計
上しております。

③役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員・執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、
社内規程に基づく期末要支給額を計上しております。

⑷ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、ソフトウェア関連事業を主たる事業としており、顧客との契約から生じる収益に関

して、品目別にシステム導入契約売上高及びサービス収入に区分しております。主要な品目における履
行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで
あります。
（システム導入契約売上高）

システム導入契約の売上高として、主に業務用アプリケーションソフトウェアの開発・販売、サー
バ・パソコンなどのハードウェアの販売並びに導入支援サービスの提供等の品目で構成されておりま
す。これらの販売については、顧客に引き渡し役務提供が完了した時点で収益を認識しております。

また、受託開発ソフトウェア契約の一部は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、合
理的に見積りが可能なものについてはインプット法に基づく進捗度により収益を認識しております。合
理的な見積りが困難なものについては原価回収基準に基づいて収益を認識しております。
（サービス収入）

主に継続的な役務の対価となる安定的な収入として、ソフトウェア保守サービスやハードウェア・ネ
ットワーク保守サービス、ソフト使用料収入等の品目で構成されております。これらの収入について
は、顧客との契約内容に基づき一定の期間にわたり均等に収益を認識しております。

なお、仕入商品等の販売のうち、代理人に該当すると判断したものは、他の当事者が提供する商品等
と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

⑸ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①繰延資産の処理方法

社債発行費 社債償還期間（５年間）にわたり均等償却しております。
②退職給付に係る会計処理の方法

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

③のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、主として５年間の定額法により償却を行っております。

④記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

Ⅱ. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これ
により、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である
場合には、代理人として純額で収益を認識しております。また、顧客との契約が工程毎に分割されるもの
の、全体として単一の履行義務であると判断される受託開発ソフトウェア契約の一部は結合の上、進捗度
を合理的に見積り、一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連
結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、
収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われ
た契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的
影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛
金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」
に表示していた「前受収益」、「返品調整引当金」及び「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」
及び「その他」に含めて表示しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、「契約
資産」は40百万円、「仕掛品」は10百万円及び「契約負債」は1,896百万円、それぞれ増加し、「前受収
益」は1,608百万円、「返品調整引当金」は3百万円及び「流動負債」の「その他」は284百万円、それぞ
れ減少しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は382百万円減少し、売上原価は368
百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ13百万円減少しております。

当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の
利益剰余金の期首残高は58百万円増加しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時
価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。

これによる、連結計算書類への影響はありません。
また、「Ⅶ. 金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の

注記を行っております。
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連結注記表

Ⅲ. 表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）

１．前連結会計年度まで「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険金」は、金額
的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「受取保険
金」は6百万円であります。

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」（当連結会計年度は4百
万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含
めて表示しております。

Ⅳ. 会計上の見積りに関する注記
１. 市場販売目的ソフトウェア等の経済価値

当社グループは、市場販売目的ソフトウェア等を次のように分類しております。
・　ERPパッケージなど顧客環境にて稼働するソフトウェアを「販売用ソフトウェア」
・　クラウドサービスなど当社サービスを通じて、利用いただくソフトウェアを「自社利用ソフトウェ

ア」に含まれるサービス提供目的ソフトウェア
当連結会計年度において無形固定資産に計上しているソフトウェアのうち、市場販売目的ソフトウェア

等は、ソフトウェア2,800百万円、ソフトウェア仮勘定2,479百万円としてそれぞれ計上しております。
「研究開発費及びソフトウエアの会計処理に関する実務指針」（会計制度委員会報告第12号 最終改正 

2014年11月28日）に基づいて、機能改良に要した費用や研究開発終了後の費用を、将来の収益獲得が確
実な範囲で資産計上することとしております。また、償却方法は、「３．会計方針に関する事項　(2)固
定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。

将来の収益獲得見込みは、既存のお客様とのコミュニケーションや市場調査によりニーズを把握し、一
定割合で成長し続けると仮定した上で、償却において利用する見込有効期間（３年～５年）を上限に将来
の収益獲得が確実な範囲としております。状況の変化に応じて、継続的に収益獲得見込みの見直しを行っ
ております。

これらの仮定は、現時点での最善の見積りを行っておりますが、サブスクリプションモデルの販売拡大
により短期的な収益性の低下及び開発内容が高度かつ長期化しており、ニーズ対応のための追加投資の発
生等の不確実性があり、追加の費用処理が必要となる可能性があります。
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２. 有価証券の減損
当社グループは、成長戦略の柱の一つとして、積極的なM&A・資本提携の実施による事業拡大を進め

ております。
当連結会計年度において、資本提携を目的とした株式取得を行っており、投資その他の資産の投資有価

証券のうち、市場価格のある株式及び満期保有目的の債券を除き、持分法適用関連会社株式を含めた市場
価格のない株式の合計として、1,884百万円計上しております。

資本提携を目的として投資した会社の多くはベンチャー企業であり、市場価格のない有価証券として評
価するものがほとんどであります。市場価格のない有価証券は、実質価額が期末帳簿価額に比べて50%程
度以上低下している場合には、回復可能性を総合的に判断し、回復が見込めないと判断した時点で減損処
理を行っております。回復可能性の判断においては、状況に変化の兆候が伺える都度、投資先から将来の
事業計画を入手し、これまでの実績等を勘案し事業計画が実行可能かつ実質価額が合理的な期間内で回復
可能であるかを事業投資統括部門において評価しております。なお、投資先企業の中には、IPO等を目指
している会社があり、将来的な経済的価値の上昇を期待するものの、IPO等のスケジュールが具体化して
いる投資先の株式を除いて、評価への反映が困難であり考慮しておりません。

回復可能性の評価においてはその都度最善の見積りを行っているものの、事業計画特有の不確実性があ
り、当連結会計年度において、回復が見込まれないと判断した株式について、投資有価証券評価損２百万
円を計上いたしました。翌連結会計年度においても、投資先の経済条件によっては、事業計画の大幅な見
直しが必要となり減損処理を行う可能性があります。

３. のれんの減損
当連結会計年度の期末日時点の無形固定資産にのれん792百万円として計上しております。
のれんについては、その超過収益力の効果が発現すると見積もられる期間（主に5年）にわたり定額法

により償却しております。また、のれんの資産性については、子会社の業績や事業計画等を基に検討して
おり、当初想定した収益の獲得が見込めなくなった時点で減損処理を行います。

なお、株式会社トランストラクチャの取得時に発生したのれんが、期末日現在ののれん計上額の64.0％
を占めております。当連結会計年度において、同社の業績は新型コロナウイルス等の影響により計画を下
回ったため、事業計画の見直しを行ったものの、将来において十分な収益獲得が見込めることを確認して
おります。

子会社の買収時に十分なデューデリジェンスを行い、買収価額の妥当性や事業計画を評価しのれんの資
産性を判断しているものの、事業計画特有の不確実性があり、今後の経済条件によっては減損処理を行う
可能性があります。
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現金及び預金 358百万円
その他（流動資産） 94百万円
合計 453百万円

短期借入金 222百万円
合計 222百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 3,170百万円

普通株式 34,806,286株

決　議 株式の種類 配 当 金 の 総 額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2021年６月29日
定時株主総会 普通株式 1,156 38 2021年３月31日 2021年６月30日

決議予定 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日

2022年６月29日
定時株主総会 普通株式 1,343 利益剰余金 45 2022年３月31日 2022年６月30日

ストックオプションとしての新株予約権
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

普通株式
普通株式

884,000株
3,598,181株

Ⅴ. 連結貸借対照表に関する注記
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務

連結子会社スパイス株式会社における店舗現金業務管理サービス事業用に調達した短期借入金に対し、
対象となる現金等を担保として供しております。
⑴ 担保に供している資産

⑵ 担保に係る債務

Ⅵ. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

２. 配当に関する事項
⑴ 配当金支払額

⑵ 当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

３. 当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数
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（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券
① 満 期 保 有 目 的 の 債 券 170 168 △1
② そ の 他 有 価 証 券 2,711 2,711 －

資 産 計 2,881 2,879 △1
⑴ 長 期 借 入 金 750 748 △2
⑵ 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 11,018 10,890 △128

負 債 計 11,769 11,638 △130

区 分 連結貸借対照表計上額
非 上 場 株 式 1,884

Ⅶ. 金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、必要な運転資金及び開発資金を、銀行借入及び転換社債型新株予約権付社債の発行に
より調達し、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は銀行より借
入時、金利変動のリスクヘッジを図るためにのみ行い、投機的な取引は行わない方針であります。

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されておりますが、当該リス
クに関しては、当社グループ各社における与信管理等を定めた社内規定に従い、相手先ごとの期日管理及
び残高管理を行っております。有価証券及び投資有価証券は、満期保有目的の債券及びその他有価証券で
あります。満期保有目的の債券は安全性の高い債券であり、その他有価証券は市場価格の変動リスクに晒
されておりますが、定期的に時価を把握し、リスク軽減に努めております。

短期借入金、長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、運転資金及び開発資金の充足を図るため
の調達であります。

２. 金融商品の時価等に関する事項

（注）１．現金は現金であること、及び預金、受取手形、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金ならびに未払
法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しておりま
す。また、リース債務については、重要性が乏しいと認められるため、記載を省略しております。

２．市場価格のない株式等は、「⑴有価証券及び投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品
の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
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区 分
時　　　　　　　　　　　　　　　　　価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計
有価証券及び投資有価証券

そ の 他 有 価 証 券
株 式 2,711 － － 2,711

資 産 計 2,711 － － 2,711
該 当 な し － － － －
負 債 計 － － － －

区 分
時　　　　　　　　　　　　　　　　　価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計
有価証券及び投資有価証券

満 期 保 有 目 的 債 券
社 債 等 － 168 － 168

資 産 計 － 168 － 168
長 期 借 入 金 － 748 － 748
転換社債型新株予約権付社債 － 10,890 － 10,890
負 債 計 － 11,638 － 11,638

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品　　　　　　　　（単位：百万円）
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、満期保有目的の社債等は市場での取引頻
度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類
しております。

長期借入金
元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
転換社債型新株予約権付社債

元金を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により測定して
おり、その時価をレベル２の時価に分類しております。
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顧客との契約から生じる収益
　システム導入契約売上
　　ハードウェア 3,110百万円
　　ソフトウェア 12,416百万円
　　ユースウェア 4,709百万円
　　計 20,236百万円
　サービス収入
　　トータル・バリューサービス（TVS） 2,517百万円
　　ソフト使用料 2,778百万円
　　ソフトウェア運用支援サービス 5,596百万円
　　ハードウェア・ネットワーク保守サービス 1,505百万円
　　サプライ・オフィス用品 606百万円
　　計 13,004百万円
　その他 3,356百万円
　顧客との契約から生じる収益合計 36,597百万円
その他の収益 －
外部顧客への売上高 36,597百万円

Ⅷ. 収益認識に関する注記
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）１.「トータル・バリューサービス（TVS）」は、会計事務所向けの総合保守サービスです。
２.「ソフトウェア運用支援サービス」は、企業向けの総合保守サービスです。

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1)　履行義務に関する情報

連結注記表「Ⅰ.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記　３.会計方針に関す
る事項　⑷重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(2)　重要な支払条件に関する情報
ソフトウェア導入契約に関する取引の対価は、検収後1年以内に、サービス収入に関する取引の対価

は、取引開始時又はサービス提供完了後1年以内に、それぞれ受領しており、何れも重要な金融要素は
含んでおりません。

－ 21 －



2022/05/30 9:02:21 / 21827039_株式会社ミロク情報サービス_招集通知：Web開示

連結注記表

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
期 首 残 高 期 末 残 高

顧客との契約から生じた債権 4,346百万円 4,289百万円
契 約 資 産 150百万円 40百万円
契 約 負 債 1,644百万円 1,896百万円

１. １株当たりの純資産額 743円26銭
２. １株当たりの当期純利益 149円78銭

３.  当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための基礎となる情報
(1)　契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、主に受託開発ソフトウェア契約の一部において、進捗度の測定に基づいて収益認識し
たソフトウェア売上にかかる未請求債権であり、顧客の検収時に債権へ振替えられます。契約負債
は、主にソフトウェア導入契約、各種保守サービス契約における顧客からの前受金に関連するもので
あります。当連結会計年度において認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額
は1,598百万円であります。

(2)　残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引を認識していないため、実

務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は開示しておりません。また、顧客との契約から生
じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

Ⅸ. １株当たり情報に関する注記
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（2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金

合 計 利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 3,198 3,013 3,013 206 6,985 8,985 16,177 △4,990 17,398
会 計 方 針 の 変 更 に よ る
累 積 的 影 響 額 58 58 58

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た
当 期 首 残 高 3,198 3,013 3,013 206 6,985 9,043 16,235 △4,990 17,456

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,156 △1,156 △1,156

当 期 純 利 益 4,484 4,484 4,484

自 己 株 式 の 取 得 △1,000 △1,000
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 3,327 3,327 △1,000 2,327

当 期 末 残 高 3,198 3,013 3,013 206 6,985 12,371 19,563 △5,990 19,784

評価・換算差額等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 1,559 1,559 18,958
会 計 方 針 の 変 更 に よ る
累 積 的 影 響 額 58

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た
当 期 首 残 高 1,559 1,559 19,016

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,156

当 期 純 利 益 4,484

自 己 株 式 の 取 得 △1,000
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △150 △150 △150

当 期 変 動 額 合 計 △150 △150 2,177

当 期 末 残 高 1,409 1,409 21,193

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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個別注記表

Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 資産の評価基準及び評価方法

⑴ 有価証券
①満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
②子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
③その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
⑵ 棚卸資産

商品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ
の方法により算定）

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）

貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法
により算定）

２. 固定資産の減価償却の方法
⑴ 有形固定資産 定率法によっております。

（リース資産を除く） なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物については、定額法によっております。なお、取得価額10万
円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間で均等償却する
方法によっております。

⑵ 無形固定資産 定額法によっております。
（リース資産を除く） なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。ただし、市場販売目的のソフトウェア等については残存有効
期間に基づく均等配分額と見込販売数量に基づく償却額とのいずれか大き
い額を計上しております。見込有効期間は製品ごとに３年～５年でありま
す。自社利用ソフトウェアのうち、社内利用ソフトウェアについては、社
内の利用可能期間(５年以内)に基づく定額法によっております。
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⑶ リース資産 所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

⑷ 長期前払費用 定額法によっております。

３. 引当金の計上基準
⑴ 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

⑵ 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計
上しております。

４. 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、ソフトウェア関連事業を主たる事業としており、顧客との契約から生じる収益に関して品目

別にシステム導入契約売上高及びサービス収入に区分しております。主要な品目における履行義務の内
容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（システム導入契約売上高）

システム導入契約の売上高として、主に業務用アプリケーションソフトウェアの開発・販売、サー
バ・パソコンなどのハードウェアの販売並びに導入支援サービスの提供等の品目で構成されておりま
す。これらの販売については、顧客に引き渡し役務提供が完了した時点で収益を認識しております。

また、受託開発ソフトウェア契約の一部は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、合
理的に見積りが可能なものについてはインプット法に基づく進捗度により収益を認識しております。合
理的な見積りが困難なものについては原価回収基準に基づいて収益を認識しております。
（サービス収入）

主に継続的な役務の対価となる安定的な収入として、ソフトウェア保守サービスやハードウェア・ネ
ットワーク保守サービス、ソフト使用料収入等の品目で構成されております。これらの収入について
は、顧客との契約内容に基づき一定の期間にわたり均等に収益を認識しております。

なお、仕入商品等の販売のうち、代理人に該当すると判断したものは、他の当事者が提供する商品等
と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
⑴ 繰延資産の処理方法

社債発行費 社債償還期間（５年間）にわたり均等償却しております。
⑵ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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Ⅱ. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ
り、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合
には、代理人として純額で収益を認識しております。また、顧客との契約が工程毎に分割されるものの、
全体として単一の履行義務であると判断される受託開発ソフトウェア契約の一部は結合の上、進捗度を合
理的に見積り、一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年
度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益
認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変
更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。

また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」
は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示し
ていた「前受金」、「前受収益」及び「返品調整引当金」は、当事業年度より「契約負債」及び「その
他」に含めて表示しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、「契約資産」は
40百万円、「仕掛品」は10百万円、「契約負債」は1,829百万円及び「その他」は6百万円、それぞれ増
加し、「前受金」は243百万円、「前受収益」は1,588百万円及び「返品調整引当金」は3百万円、それぞ
れ減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は382百万円減少し、売上原価は368百万円減
少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ13百万円減少しております。

当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益
剰余金の期首残高は58百万円増加しております。

　（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。

これによる、計算書類への影響はありません。
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Ⅲ. 会計上の見積りに関する注記
１. 市場販売目的ソフトウェア等の経済価値

当事業年度において無形固定資産に計上しているソフトウェアのうち、市場販売目的ソフトウェア等
は、ソフトウェア2,447百万円、ソフトウェア仮勘定1,965百万円としてそれぞれ計上しております。

識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報は、連結注記表の「Ⅳ．会計上の見積り
に関する注記　１．市場販売目的ソフトウェア等の経済価値」に同一の内容を記載しているため、注記を
省略しております。

２. 有価証券の減損
当事業年度において、資本提携を目的とした株式取得を行っており、投資その他の資産の投資有価証券

のうち、市場価格のある株式及び満期保有目的の債券を除いた市場価格のない株式の合計として、1,352
百万円計上しております。

識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報は、連結注記表の「Ⅳ．会計上の見積り
に関する注記　２．有価証券の減損」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

３. 関係会社株式の減損
当事業年度において、投資その他の資産の関係会社株式として、4,699百万円計上しております。
関係会社株式は、すべて市場価格のない有価証券として評価するものであり、実質価額が期末帳簿価額

に比べて50%程度以上低下している場合には、回復可能性を総合的に判断し、回復が見込めないと判断し
た時点で減損処理を行っております。回復可能性の判断においては、状況に変化の兆候が伺える都度、子
会社及び関連会社から将来の事業計画を入手し、これまでの実績等を勘案し事業計画が実行可能かつ実質
価額が合理的な期間内で回復可能であるかを事業投資統括部門において評価しております。

回復可能性の評価はその都度最善の見積りを行っているものの、事業計画特有の不確実性があり、当事
業年度において、１社の回復が見込まれないと判断したため、関係会社株式評価損25百万円を計上いたし
ました。翌事業年度においても、子会社及び関連会社の経済条件によっては、事業計画の大幅な見直しが
必要となり減損処理を行う可能性があります。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 2,685百万円

短期金銭債権 42百万円
長期金銭債権 24百万円
短期金銭債務 125百万円

関係会社との取引高の総額（区分表示したものを除く）
営業取引による取引高の総額 1,511百万円
営業取引以外の取引による取引高の総額 522百万円

普通株式 4,947,950株

Ⅳ. 貸借対照表に関する注記

２. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

Ⅴ. 損益計算書に関する注記

Ⅵ. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末の自己株式の種類及び株式数
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賞与引当金 380百万円
未払法定福利費 61百万円
未払事業税 79百万円
貸倒引当金 1百万円
会員権評価減 6百万円
固定資産償却限度超過額 1,145百万円
投資有価証券 195百万円
関係会社株式 285百万円
その他 101百万円
繰延税金資産小計 2,258百万円
評価性引当額 △516百万円
繰延税金資産合計 1,741百万円

その他有価証券評価差額金 △622百万円
繰延税金負債合計 △622百万円

繰延税金資産の純額 1,119百万円

１. １株当たりの純資産額 709円81銭
２. １株当たりの当期純利益 148円67銭

Ⅶ. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰延税金負債

Ⅷ.  収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表「Ⅷ．収益認識に関する注記　２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる
情報」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

Ⅸ. １株当たり情報に関する注記
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